
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先一覧をご確認いただき、手続きの内容に応じてお問い合わせください。 
埼玉労働局雇用保険電子申請事務センター 
８：３０～１７：１５（土日祝日を除く） ☎０４８－６００―６２５５ 

雇用保険電子申請をご利用の皆さまへ 

埼玉労働局 雇用保険電子申請事務センターにて 
埼玉県内における雇用保険電子申請事務処理を集中処理しています。 

 
 
◇雇用保険電子申請の提出先は、従来通り『管轄のハローワーク』となります。 
（電子申請画面（基本情報画面）での提出先は、管轄のハローワークを選択してくだ

さい。） 
◇雇用保険電子申請の届出後に確認事項が生じた場合は、当センター又は管轄ハロ

ーワークから連絡する場合があります。 
◇当センターより、必要に応じて確認書類の添付を依頼する場合があります。 
 例 定年退職の方の離職票発行手続き・・・就業規則の定年条項部分（写） 

       労働契約期間満了の方の離職票発行手続き・・・直近の雇用契約書（写） 
       育児時短就業給付金資格確認手続き・・・（育児時短開始前後の）労働条件通知書（写）  等 

※雇用保険制度についてのお問い合わせは、従来通り管轄ハローワークにお願いい
たします。 

ご注意ください。 

➤e-Gov の操作方法等については、電子政府利用支援センターにお問い合わせください。 

電話番号：050-3786-2225 

e-Gov お問合わせフォーム： https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html  

<参考> 

 ・e-Gov 電子申請      https://shinsei.e-gov.go.jp/ 

 ・雇用保険手続マニュアル  https://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/ 

 

当センターで処理するのは雇用保険の得喪関係・継続給付のみです。 

設置等の適用関係は管轄のハローワーク、 

労働保険関係は埼玉労働局労働保険徴収課で処理を行っております。 

雇用保険電子申請提出後の問い合わせ先 

埼玉労働局・ハローワーク（公共職業安定所） 

＜e-Gov について＞ 

e-Gov(イーガブ)とは総務省が運営する行政サービスの総合窓口です。 

厚生労働省をはじめ、各省庁への申請や届出がオンラインで行えます。 
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